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 ○  総務省の「コミュニティ研究会」第１回研究会（平成 19年２月７日）参考資料で

は、「コミュニティ」を「（生活地域、特定の目標、特定の趣味など）何らかの共通

の属性及び仲間意識を持ち、相互にコミュニケーションを行っているような集団

（人々や団体）」とし、この中で、「共通の生活地域（通学地域、勤務地域を含む）

の集団によるコミュニティ」を特に「地域コミュニティ」としています。 

 ○  上記、コミュニティ研究会における定義を参考に、本指針においては白老町内で、

そこに暮らす住民が構成員となって地域に根ざした活動を行っている町内会や地区

町内会連合会などの地縁による団体に加え、文化や芸術、スポーツなど共通の事項

に興味関心を持つ方々の団体並びに福祉やボランティア、まちづくりなど地域に関

わる様々な活動を自主的・主体的に展開している団体を総じて「地域コミュニティ」

とします。   

 地域コミュニティとは 

 


